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砺波市請負工事等指名業者選定基準 

平成１６年１１月１日 

訓令第２１号 

（目的） 

第１条　この訓令は、砺波市入札指名審査委員会規程（平成１６年砺波市訓令第１９

号）に基づき、市が発注する、建設工事及び委託業務（以下「工事等」という。）に

係る指名業者の選定等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（指名業者数の基準） 

第２条　指名業者数を決定しようとするときは、別表第１に定める設計金額に応じた業

者数とする。ただし、工事等の種類、内容、業者の実態等について特別の事由のある

場合は、この限りでない。 

（指名業者の選定基準） 

第３条　建設工事の業者を指名しようとするときは、入札参加資格者名簿に登載された

者（以下「有資格業者」という。）のうちから別表第２に定める発注基準により選定

するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、同表当該等級の直

近上位又は直近下位等級に格付された業者のうちから選定することができるものとす

る。 

(１)　施工中の工事に隣接した場所の工事で、現に施工中の業者を指名することが適

当と認めるとき。 

(２)　継続工事等で、その業者を指名することが適当と認めるとき。 

(３)　当該工事場所に近接して主たる営業所等を有する業者を指名することが適当と

認めるとき。 

(４)　指名業者数が別表第１に定める基準数に満たないとき。 

２　有資格業者数の少ない業種若しくは特殊技術等を要する工事等又は特に緊急を要す

る工事等で、特別の事由があるときは、前項の規定によらないことができる。 

３　市内の有資格業者では施工が困難な工事等や、有資格業者が少数の場合を除き、可

能な限り市内の有資格業者の中から選定するものとする。 

（選定における留意事項） 

第４条　指名業者の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。 

(１)　工事成績 

ア　工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。 
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イ　優良土木建築工事表彰を受けていること等、工事の成績が特に優良である場合

は十分尊重すること。 

(２)　技術者及び保有機械器具の状況 

発注工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる技術者及び機械器具が確保で

きるかどうかを総合的に勘案すること。 

(３)　手持工事の件数、契約高及び進捗状況 

手持工事等契約件数、契約高及び工事等の進捗状況からみて、当該工事を施工す

る能力があるかどうか総合的に勘案すること。 

(４)　当該工事に関する地理的条件 

主たる営業の本拠地及び当該地域での工事実績等からみて、当該地域における工

事の施工に精通し、当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどう

かを総合的に勘案すること。 

（指名の制限等） 

第５条　有資格業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指名しないものとする。 

(１)　砺波市建設工事等指名停止要領（平成２２年砺波市告示第１０号）第３条第１

項に基づく指名停止期間中であるとき。 

(２)　砺波市発注建設工事等からの暴力団排除措置要綱（平成１６年砺波市訓令第２

３号）の規定に基づく排除措置期間中であるとき。 

(３)　砺波市が既に発注した工事等に係る請負契約に関し、次に掲げる事項のいずれ

かに該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認めら

れるとき。 

ア　工事請負契約書に基づく工事関係者等に関する措置請求に従わないこと等請負

契約の履行が不誠実であること。 

イ　一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材の購入強制等について、関係行政機

関等からの情報により、請負者の下請契約関係が不適切であることが明確である

こと。 

ウ　工事成績評点が６５点未満であったため、指導を受けたにもかかわらず、連続

して６５点未満の評点を受けるなど対応が不誠実であること。 

(４)　電子交換所による取引停止処分又は主要取引先からの取引停止等の事実があ

り、経営状態が著しく不健全であると認められるとき。 
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(５)　賃金不払に対する厚生労働省からの通報があり、当該状態が継続している場合

であって、明らかに請負者として不適当であると認められるとき。 

（入札参加資格者の公表） 

第６条　入札参加資格者を認定したときは、次の事項を記載した名簿を公表するものと

し、公表方法は砺波市ホームページ及び閲覧室における縦覧とする。 

(１)　氏名及び住所 

(２)　格付等級（格付がある業種に限る。） 

(３)　砺波市総合評点 

（経営状況等調査） 

第７条　砺波市入札指名審査委員会委員長は、必要に応じて選定しようとする業者の経

営状況、工事成績、技術的適正等を調査し、当該工事等を施行するに当たり不適当で

あると認められたときは、指名しないことができる。 

（準用） 

第８条　この訓令の規定は、随意契約に準用する。 

（その他） 

第９条　この訓令の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附　則 

この訓令は、平成１６年１１月１日から施行する。 

 

別表第１（第２条関係） 

指名業者数 

 

 

 

 

 
設計金額 指名業者数

 
５，０００千円未満 ４以上　　　

 
５，０００千円以上　１０，０００千円未満 ５以上　　　

 
１０，０００千円以上　２０，０００千円未満 ６以上　　　

 
２０，０００千円以上　５０，０００千円未満 ７以上　　　

 
５０，０００千円以上 １０以上　　　
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別表第２（第３条関係） 

発注基準 

※砺波市総合評点＝経営事項審査評点＋砺波市工事成績の平均値に対する評点＋地

域・社会貢献の状況に対する評点 

 
工種

等級
発注の基準となる設計金額 砺波市総合評点

 
最低 最高

 

土木工事

A
１５，０００千円以上 ９００点以上

 
B

５，０００千円以上 １５，０００千円未満 ７００点以上～９００点未満

 
C

５，０００千円未満 ７００点未満

 

下水道工事

A ２５，０００千円以上 ９００点以上

 
B ５，０００千円以上 ２５，０００千円未満 ７００点以上～９００点未満

 
C ５，０００千円未満 ７００点未満

 

建築工事

A ２０，０００千円以上 ８００点以上

 
B ２０，０００千円未満 ８００点未満

 

管工事

A ７，０００千円以上 ７５０点以上

 
B ７，０００千円未満 ７５０点未満

 

上水道工事

A ７，０００千円以上 ７５０点以上

 
B ７，０００千円未満 ７５０点未満


